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（整理番号 2012）  

長野地方最低賃金審議会  

特定最低賃金（３業種）合同専門部会 議事録 

 
開催日時 

場所 

令和２年９月 17 日 10：30～11：30 

ホテル信濃路 

出席状況 

計

量

器

等 

公益代表委員 出席２人 定数３人 

労働者代表委員 出席３人 定数３人 

使用者代表委員 出席３人 定数３人 

は

ん

用

等 

公益代表委員 出席３人 定数３人 

労働者代表委員 出席３人 定数３人 

使用者代表委員 出席３人 定数３人 

各

種

小

売 

公益代表委員 出席２人 定数３人 

労働者代表委員 出席３人 定数３人 

使用者代表委員 出席３人 定数３人 

主要議題 

１ 特定最低賃金専門部会運営規程について  

２ 特定最低賃金に関する諮問経緯について  

３ 最低賃金改定の推移ほか各種統計資料について  

４ 今後の審議の進め方について  

５ その他 

議 事 録  

 

 ○ 大 日方 室長  

   そ れ で は、 定刻 となりま したの で、 長野地方 最低賃 金審 議会令和

２ 年度特定 最低賃 金 (３ 業 種 )第 １ 回専 門部 会を開催 いたし ます 。  

   各 専 門 部会 の定 足数を確 認いた しま す。本日 の出席 者に つきまし

て は、計量 器等専 門部 会が委員 総数９ 名中 、本日の 出席委 員は ８名

で ございま す。次 に、 はん用機 械等専 門部 会が委員 総数９ 名中 、本

日 の出席委 員は９ 名で ございま す。次 に、 各種商品 小売業 専門 部会

委 員総数９ 名中、 本日 の出席委 員は８ 名で ございま す。  

   各 専 門 部会 につ きまして 、最低 賃金 審議会令 第５条 第２ 項の規定
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に より、そ れぞれ ３分 の２以上 の出席 がご ざいます ので、 各専 門部

会 はいずれ も有効 に成 立してい ること をご 報告いた します 。  

部 会 長の代 表が決 まる までの間、事務局が 議事を進 行させ てい ただ

き ますので 、ご協 力方 よろしく お願い いた します。  

は じ めに、 労働基 準部 長からご 挨拶を 申し 上げます 。  

 

 ○ 小 島労 働基準 部長  

   労 働 基 準部 長の 小島でご ざいま す。 本日、委 員の皆 様方 には、大

変 お忙しい 中、ご 出席 をいただ きまし て、 誠にあり がとう ござ いま

す 。また、 皆様方 には 、ご多忙 の中、 今般 の特定最 低賃金 の専 門部

会 委員をお 引き受 けい ただきま したこ とに 、事務局 を代表 しま して

感 謝申し上 げる次 第で ございま す。ご 案内 のとおり 、３業 種の 特定

最 低賃金に つきま して は、先月 ８月 21 日 に 開催さ れまし た長 野地方

最 低賃金審 議会に おき まして、 当局の 局長 より改正 決定の 諮問 をさ

せ ていただ いたと ころ でござい ます。これ からご審 議いた だき ます、

特 定最低賃 金改正 決定 の審議に おきま して は、労使 のイニ シア ティ

ブ が求めら れてい ると ころでご ざいま して 、また、 今年７月 20 日 に

ご 報告いた だいて おり ます、運 営問題 小委 員会報告 では、 特定 最低

賃 金につき まして は、 改正発効 は原則 従来 どおりと する、 また 、全

会 一致に限 り部会 の決 議を審議 会の決 議と するとい った基 本方 針が

議 決されて いると ころ でござい まして 、従 前、各部 会にお きま して

も 全会一致 の議決 をい ただき、 総会ま では 持ち越さ れては いな いと

い った、労 働者側 、使 用者側の 円滑な 審議 が行われ ている とこ ろで

ご ざいます 。今年 度に つきまし ては、 コロ ナ禍にお ける大 変難 しい

時 期にご審 議いた だく ことにな ります けれ ども、事 務局と いた しま

し ても、円 滑な審議運 営となり ますよ う最 大限努め て参り ます ので、

各 委員の皆 様方に おか れまして は、引 き続 き日程調 整など につ きま

し てご理解 とご協 力を 賜ります ようお 願い 申し上げ まして 、誠 に簡

単 ではござ います けれ ども、ご 挨拶と させ ていただ きます 。  

本 日 は、ど うぞよ ろし くお願い 申し上 げま す。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   続 き ま して 、特 定最低賃 金３業 種の 専門部会 の各委 員に つきまし
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て は、お手 元の資 料№ １－１か ら１－ ３ま での各専 門部会 委員 名簿

を 配付して おりま すの で、名簿 の配付 をも ちまして 委員紹 介と させ

て いただき ます。  

な お 、本日 の欠席委員 は、名簿 のうち計量 器等専門 部会及 び各 種商

品 小売業専 門部会 に所 属してお られる 公益 代表の山 本委員 が欠 席さ

れ ています 。  

   続 き ま して 、部 会長及び 部会長 代理 の選出に ついて お諮 りいたし

ま す。選 出につ いては 、最低 賃金法 第 25 条 第 ４項に おいて、同法第

24 条 の『 公益を代表 する委員 のうち から 委員が選 挙する 。』を 準用す

る と定めら れてお りま す。  

従 来 、公 益委員 のご協 議により 決めて いた だいてお ります が、いか

が いたしま しょう か。  

＜ 「 公益委 員に一 任」 の声あり ＞   

 

 ○ 大 日 方 賃金室 長  

   そ れ で は公 益委 員でご協 議方よ ろし くお願い します 。ご 協議がま

と まりまし たら、 結果 のご発表 をお願 いし ます。  

   ＜ 公 益 委員 協議 ＞  

 

 ○ 昆 委員  

   計 量 器 等専 門部 会は、部 会長が 倉﨑 委員、部 会長代 理が 吉村委員。

は ん用機械 等専門 部会 は、部会 長が吉 村委 員、部会 長代理 が倉 﨑委

員 。各種商 品小売 業専 門部会は 、部会 長が 吉村委員 、部会 長代 理が

倉 﨑委員と なりま した 。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   只 今 ご 発表 いた だきまし たとお り決 定するこ とでよ ろし いでしょ

う か。  

   ＜ 「 異 議な し」 の声あり ＞  

 

 

 ○ 大 日 方 賃金室 長  

   そ れ で は、 ご発 表のとお り決定 しま したので 、よろ しく お願いい
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た します。  

   各 部 会 長が 選任 されまし たが、 本日 は３部会 合同で の第 １回目の

専 門部会で ありま すの で、これ からの 議事 の進め方 につい てお 諮り

い たします 。  

   合 同 で の開 催の 場合は、 従来よ り各 部会長で ご協議 の上 、部会長

代 表を決め ていた だき 、部会長 代表に 議事 を進行し ていた だい てお

り ます。今 回も、 従来 と同様に させて いた だければ と考え てお りま

す が、如何 でしょ うか 。  

   ＜ 「 異 議な し」 の声あり ＞  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   そ れ で は部 会長 又は部会 長代理 でご 協議をお 願いい たし ます。  

＜ 部 会長、 部会長 代理 で協議＞  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   決 ま り まし たら ご発表を お願い しま す。  

 

 ○ 吉 村委 員  

   計 量 器 等専 門部 会長の倉 﨑委員 に部 会長代表 となっ てい ただくこ

と しました ので、 よろ しくお願 いいた しま す。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   そ れ で は、 これ からの議 事につ いて 、倉﨑部 会長代 表に お願いい

た します。  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   部 会 長 代表 に就 任いたし ました 倉﨑 でござい ます。 これ からは、

い わゆる各 論とい うこ とで、総 論であ る県 最賃のと ころで も新 型コ

ロ ナウィル スによ る労 使それぞ れに対 する 大変な影 響を踏 まえ て、

十 分な検討 をされ たと ころでご ざいま すが、基本的 なアプロー チは、

各 論である 特定最 低賃 金におい ても同 様と 考えてお り、大 変難 しい

判 断を迫ら れると いう ことは県 最賃と 同様 と考えて おりま す。 本日

は 、実質の 審議に 入る 前提とし て、実 質審 議が充実 したも のと なり
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ま すよう十 分な準 備の ための討 議が尽 くさ れればと 思いま す。 よろ

し くお願い いたし ます 。  

   本 日 の 議題 は、 第１に特 定最低 賃金 専門部会 運営規 程に ついて、

第 ２に特定 最低賃 金に 関する諮 問経緯 につ いて、第 ３に最 低賃 金改

定 の推移ほ か各種 統計 資料につ いて、 第４ に今後の 審議の 進め 方に

つ いて、第 ５にそ の他 を予定し ていま す。  

   さ て 、 本日 の合 同による 専門部 会は 原則公開 となっ てお りますの

で 公開とし ます。 なお 、事務局 で審議 会会 議公開要 綱第３ 条に 基づ

き 、公開の 公示を した ところ、 本日１ 名の 傍聴希望 者があ りま した

の で、ご報 告いた しま す。  

   ま た 、 第２ 回以 降の専門 部会の 公開 か非公開 につい ては 、各専門

部 会運営規 程第６ 条に 基づき各 部会長 が判 断するこ ととさ れて おり

ま すが、２ 回目以降は 具体的な 金額審 議等 を予定し ており ます ので、

従 前のとお り非公 開と いたしま す。  

   次 に 、「 最低賃 金法第 25 条 第 ５項 に基づく 関係労 使の 意見につ い

て 」公示を した結 果に ついて、 事務局 から 報告願い ます。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   最 低 賃 金法第 25 条 第 ５項 及び同 法施行規 則第 11 条 第 １項の 規定

に より、関 係労使 から の意見聴 取の公 示を 令和２年 ８月 21 日 か ら９

月 11 日 ま で の 21 日 間 行いまし たが、 関係 労使から の意見 書の 提出

が なかった ことを ご報 告します 。  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   只 今 の 事務 局か らの説明 につい て何 かご質問 はあり ます か。  

    ＜ 特 段 質 問等 なし＞  

  

 ○ 倉 﨑 部 会長代 表  

   で は 、 議題 １の 「特定最 低賃金 専門 部会運営 規程に つい て」に入

り ます。事 務局で 案が ありまし たら説 明願 います。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   そ れ で は、 各専 門部会の 運営規 程 (案 )に つ い て説明 いた します。
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資 料№３ -１ か ら３ -３ ま でが各 専門部 会の 運営規程 となっ てお りま

す 。  

   従 来 の 各専 門部 会規程の 第７条 「議 事要旨」 につき まし て、変更

案 を提出さ せてい ただ きました 。これ につ きまして は、資 料№ ２の

「 長野地方 最低賃 金審 議会運営 規程」 にお ける第７ 条「議 事録 及び

議 事要旨」 と同じ 表現 とし、平 仄を揃 えて おります 。  

   従 い ま して 、会 議の議事 につい ては 議事録を 作成し 、部 会長及び

部 会長が指 名した ２名 の方に署 名をい ただ くことに なりま す。  

   な お 、 第１ 回専 門部会、 今回の 合同 部会につ きまし ては 公開とさ

れ ています ので、 議事 録により 公開す るこ ととなり ますが 、資 料№

４ の「審議 会会議 公開 要綱」の ３頁「 審議 会等の公 開・非 公開 」に

つ いて (別 紙 )の 取 扱い 項番２の （２） に基 づき、第 ２回目 以降 の専

門 部会は非 公開で すの で、議事 録の作 成を 行い、３ 名の方 に署 名を

い ただきま すが、 議事 録の公表 はせず 、議 事要旨を 作成の 上、 議事

要 旨を公開 するこ とと なります のでご 了承 ください 。  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   只 今 説 明の あり ました特 定最低 賃金 専門部会 運営規 程に ついて、

何 かご意見 、ご質 問等 あります でしょ うか 。  

   特 に ご 意見 等な ければ、 この規 程に より各専 門部会 を運 営してい

く ことにい たしま すが 如何でし ょうか 。  

   ＜ 「 異 議な し」 の声あり ＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   ご 承 認 いた だき ましたの で、こ の規 程により 今年度 の各 専門部会

を 運営して いくこ とに いたしま す。（案）を削除 してい ただき 、附則

に ある施行 日を本 日、 令和２年 ９月 17 日 と してく ださい 。  

   で は 早 速、 本日 の議事録 署名人 を指 名します 。労働 者代 表委員が

山 口委員、 使用者 代表 委員が水 本委員 にお 願いしま す。  

   次 に 、 議題 ２の 「特定最 低賃金 に関 する諮問 経緯に つい て」事務

局 より説明 願いま す。  
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 ○ 大 日 方 賃金室 長  

   特 定 最 低賃 金に 関する諮 問経緯 につ きまして は、資 料№ ５をご覧

く ださい。  

   ま ず 、 ４枚 目以 降に「特 定最賃 改正 決定申出 書の写 し」 を添付し

て おります 。この 申出 を受けま して、 ８月 ５日付け をもち まし て、

長 野労働局 長から 審議 会長へ特 定最賃 改正 決定の必 要性の 有無 につ

い て諮問さ せてい ただ きました 。この 諮問 に基づき まして 、審 議会

で ご審議を いただ き、８ 月 21 日 付 けをも って 、審議会 長から 長野労

働 局長あて 特定最 賃改 正決定の 必要性 の有 無につい て答申 をい ただ

き ましたの で、同 日付 けをもち まして 、長 野労働局 長から 審議 会長

あ て特定最 賃改正 につ いて諮問 をさせ てい ただいて おりま す。 諮問

内 容は、３ 業種の改正 決定につ いて調 査審 議をお願 いする もの です。 

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   只 今 の 説明 につ いて、何 かご質 問は あります か。  

    ＜ 特 段 質 問等 なし＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   そ れ で は、 次に 、議題３ の「最 低賃 金改定の 推移ほ か各 種統計資

料 」につい て、事 務局 から説明 願いま す。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   各 種 統 計資 料に つきまし ては、資料 №８か ら 17 ま で 、最新の経済

状 況等の資 料を配 付さ せていた だいて おり ます。  

ま ず 、№ ８の１ 及び８ の２は 、特定 最低賃 金を含む 長野県 にお ける

最 低賃金額 改定の 推移 で、８の １が発 効年 月日を入 れたも の、 ８の

２ が引上げ 額等の わか る資料と なって いま す。資料 №９は 、３ 業種

の 特定最低 賃金に 係る 長野県賃 金実態 調査 結果報告 書で、 ９の １が

計 量器等の 調査結 果、 ９の２が はん用 機械 器具等の 調査結 果、 ９の

３ が各種商 品小売 業の 調査結果 となっ てお ります。 資料№ 10 は 令 和

２ 年春闘妥 結状況 、№ 11、 12 は 毎 月勤労 統計の６ 月分 、№ 13 は 長 野

県 鉱工業指 数、№ 14 は 長 野市消 費者物価 指数、№ 15 は 企 業 短観、№

16 は 法 人 企業景 気予 測調査、 № 17 は 最 近の雇用 情勢を 配付 しており
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ま す。今後 の審議 の基 礎資料に してい ただ ければと 思いま す。  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   只 今 の 資料 説明 について 、ご質 問、 ご意見等 ありま すか 。  

    ＜ 特 段 質 問、 意見等な し＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   で は 質 問が 無い ようなの で次に 、議 題４の「 今後の 審議 の進め方

に ついて」 に入り ます 。事務局 案があ りま したら説 明願い ます 。  

 

 ○ 宮 澤室 長補佐  

   専 門 部 会に おけ るこれか らの審 議の 進め方に ついて 説明 させてい

た だきます 。それでは 資料№６ として 配付 しており ます７月 20 日 付

け の「運営 問題小 委員 会長報告 (写 )」 を ご 覧下さい 。  

   最 低 賃 金審 議会 の審議に 当たっ ての 基本的事 項につ きま しては、

従 来から運 営問題 小委 員会の報 告に基 づき 審議して いただ いて おり

ま す。  

   特 定 最 低賃 金に つきまし ては、 この 報告の記 の２に あり ます (１ )

か ら (４ )に よ り審 議し ていただ くこと とな っており ます。 特定 最賃

の 発効につ きまし ては 、（１ ）のと おり「 発効は、 原則、 従来 どおり

と する」と され、 従来 の表現に 「原則 」の 文言が追 加され まし た。

こ れは、審 議会委 員か ら特定最 賃の審 議に ついて、 十分な 審議 期間

を 設けるよ うにと の要 望を受け まして 、審 議状況に 応じ、 発効 日に

つ いて柔軟 性をも たせ る意味で 原則が 追記 されてい ます。  

ま た 、審議 の回数につ きまして は、(３ )の と おり「 ３回を目途 に結

審 する。」、（４）には「 結審は、全 会一致 に限り審 議会令 ６条 第５項

を 適用する 。」 とされ 、各専門 部会で 、全 会一致で 決議さ れた 場合に

限 り審議会 令第６ 条第 ５項を適 用し、 各専 門部会の 決議を もっ て審

議 会の決議 とする こと とされて おりま す。  

そ れ では 、今後 の審議 の日程に つきま して 、改め まして 資料№ ７を

ご 覧くださ い。  

こ の 資料は 、従 来の発 効日を基 点とし まし て、各 委員の 日程を みた

上 で、審議 回数３ 回、 予備日１ 日によ り全 会一致で 結論が 出た 場合



- 9 - 
 

の 日程案と なって おり ます。  

具 体 的に説 明いた しま すと、計 量器等 専門 部会は、 発効日が 11 月

27 日 金 曜 日、第２回専 門部会が ９月 24 日 木 曜日午 前 10 時 30 分 か ら

長 野労働基 準監督 署会 議室にお いて、第３ 回専門部 会が９月 28 日 月

曜 日午前 10 時 30 分 か らホテル 信濃路 にお いて、予 備日、 第４ 回専

門 部会又は 総会が ９月 29 日 火 曜 日午 前 10 時 30 分 か らホ テル 信濃路

に おいて 、答申 期限が ９月 29 日 火 曜日、異議 申出期限 が 10 月 14 日

水 曜日、異 議の申 出あ りの場合 の異議 審開 催期限 が 10 月 15 日 木 曜

日 となって おりま す。  

次 に 、はん 用機械器具 専門部会 は、発効日 が 11 月 27 日 金 曜日、第

２ 回専門部 会が９月 24 日 木 曜日 午後１ 時 30 分 か ら 長野労 働基準監

督 署会議室 におい て、第３ 回専門 部会が９ 月 28 日 月 曜 日午後 １時 30

分 か らホテ ル信濃 路に おいて、 予備日 、第 ４回専門 部会又 は総 会が

９ 月 29 日 火 曜 日午後 １時 30 分 か らホテ ル信濃路 におい て、 答申期

限 が９月 29 日 火 曜日 、異 議申出期 限が 10 月 14 日 水 曜日、異議 の申

出 ありの場 合の異 議審 開催期限 が 10 月 15 日 木 曜 日とな って おりま

す 。  

次 に 、各種 商品小売業 専門部会 は、発効日 が 12 月 31 日 木 曜日、第

２ 回専門部 会が 10 月 ８ 日木曜 日午 前 10 時 30 分 か らホ テル 信濃路に

お いて、第 ３回専 門部 会が 10 月 16 日 金 曜 日午前 10 時 30 分 か ら長

野 労働基準 監督署 会議 室におい て、予 備日 、第４回 専門部 会又 は総

会 が 10 月 26 日 月 曜日 月曜日午 前 10 時 30 分 か ら ホテル 信濃 路にお

い て、答申 期限 が 10 月 26 日 月 曜日 、異 議申出期 限が 11 月 10 日 火

曜 日、異議 の申出 あり の場合の 異議審 開催 期限が 11 月 11 日 水 曜日

と なってお ります 。  

な お 、各専 門部会委員 による日 程調整 にお きまして 、従来の発 効日

を 基点とし た答申 日と ならない 場合は 、事 務局 (案 )日 程 表 の次 に添

付 してござ います 「令 和２年度 答申要 旨の 公示日別 最短効 力予 定一

覧 表 (特 定 (産 業 別 )最 低 賃金の 場合 )」の 表の左端 答申欄 の日 に応じ、

表 の右端発 効欄の 日が 法定発効 日とな りま すので、 その点 も考 慮の

上 、日程調 整をお 願い 申し上げ ます。  

 

 



- 10 - 
 

 ○ 倉 﨑 部 会長代 表  

   只 今 、 事務 局案 が示され ました が、 今後の日 程につ きま しては、

事 前の各委 員への 出欠 伺いを前 提に集 約し たものが 事務局 案で ある

と 理解して おりま すの で、専門 部会ご とに 事務局案 を中心 に各 委員

の 事情を加 味して 検討 をいただ きたい と思 いますが 、よろ しい でし

ょ うか。  

   ＜ 「 異 議な し」 の声あり ＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   そ れ で は、 今後 の日程に つきま して は、それ ぞれの 専門 部会に分

か れて、主 として 事務 局案を中 心にご 検討 をいただ きます が、 複数

の 専門部会 を兼任 され ている委 員がい らっ しゃいま すので、ま ずは、

審 議期間が ９月と なり ます計量 器等専 門部 会、はん 用機械 等専 門部

会 から会場 前方に お集 まりいた だき、 ご検 討をお願 いしま す。  

   私 か ら 見て 左側 が計量器 等専門 部会 、右側が はん用 機械 等専門部

会 、それぞ れお集 まり いただき 、日程 の調 整をお願 いしま す。  

   ３ つ の 専門 部会 とも、部 会長が 私、 部会長代 理が吉 村先 生、また

は 、入れ替 わって 部会 長が吉村 先生、 部会 長代理が 私とな って いま

す 。事前に 、私と 吉村 先生が調 整した 日程 がござい まして 、こ の日

程 をお示し します ので 、日程調 整の中 で斟 酌いただ ければ と思 いま

す 。  

＜ 計 量器等、はん用機 械等の２ つの専 門部 会に分か れて日 程調 整＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   計 量 器 等、 はん 用機械器 具等専 門部 会の調整 が終わ った ようです

の で、次に 審議期 間が 10 月 と なり ます各 種商品小 売業の 専門 部会に

つ きまして 、会 場前方 にお集ま りいた だき 、ご 検討をお 願いし ます。 

   ＜ 各 種 商品 小売 業専門部 会にて 日程 調整＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   ３ つ の 専門 部会 の日程調 整が終 わり ましたの で、事 務局 から日程

の 確認願い ます。  
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 ○ 宮 澤 室 長補佐  

   そ れ で は事 務局 から日程 の確認 をさ せていた だきま す。  

   ま ず 、 計量 器等 専門部会 は、第 ２回 が９月 24 日 木 曜日 午前 10 時

30 分 か ら 、第３回が ９月 28 日 月 曜日午 前 10 時 30 分 か ら、予 備日と

な る第４回 が 10 月 ５ 日月曜日 午前 10 時 30 分 か ら 開催とな りました 。 

   次 に 、は ん用機 械等専門 部会は、第 ２回が９ 月 24 日 木 曜日午後 １

時 30 分 か ら 、第３回 が９月 28 日 月 曜日 午後１ 時 30 分 か ら 、予 備日

と なる第４ 回が 10 月 12 日 月 曜日 午前 10 時 30 分 か ら開催と なりま

し た。  

   次 に 、各種 商品 小売業専 門部会 は、第２回 が 10 月 ８ 日 木曜日午前

10 時 30 分 か ら、第３ 回が 10 月 16 日 金 曜 日午前 10 時 30 分 か ら、予

備 日となる 第４回が 10 月 26 日 月 曜日午 前 10 時 30 分 か ら開 催とな

り ました。  

以 上 でよろ しいで しょ うか。  

＜ 「 異議な し」の 声あ り＞  

 

 ○ 宮 澤室 長補佐  

   そ れ で は、 只今 ご了解い ただい た日 程に基づ き、日 程表 を作成の

上 、送付さ せてい ただ き、また 、開催 場所 を入れた 開催通 知も 後日

送 付させて いただ きま すので、 よろし くお 願いしま す。  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   最 後 に 、議 題５ の「その 他」で すが 、事務局 、何か あり ますか。  

 

 ○ 大 日方 賃金室 長  

   そ れ で は、 直近 の第２回 専門部 会の 開催につ きまし て、 再度、確

認 させてい ただき ます 。  

計 量 器等専 門部会 が９ 月 24 日 午 前 10 時 30 分 か ら、 はん用 機械器

具 等専門部 会が９月 24 日 午 後１ 時 30 分 か ら、各 種商品 小売 業専門

部 会が 10 月 ８ 日午前 10 時 30 分 か らとな りますの で、ご出席 をお願

い いたしま す。  
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 ○ 倉 﨑 部 会長代 表  

   他 は ど うで すか 。労働者 代表委 員、 何かござ います か。  

    ＜ 意 見 等 なし ＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   使 用 者 代表 委員 、何かあ ります か。  

    ＜ 意 見 等 なし ＞  

 

 ○ 倉 﨑部 会長代 表  

   そ れ で は、 以上 をもって 閉会と しま す。ご苦 労様で した 。  

 

                                


